
                                                    

- 48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆政策・方針決定過程への男女平等参画を進めます 

男女平等参画社会の実現に向けて、政策や方針決定過程への女性の参画は極めて重要で

す。国では、「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占め

る割合が、少なくとも 30％程度」と目標を設定しています。 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体には、

政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、及び実施す

るよう努めることが求められています。 

このため、市の政策・方針決定過程における女性の参画を促進します。 

 

◆地域活動における男女平等参画を進めます 

これまでは、子育て支援や PTA、高齢者の見守り、自治会・町内会など、さまざまな

地域活動の多くを女性が担い、リーダーは男性ということが少なくありませんでした。 

これからは、多世代かつ多様なライフスタイルの女性・男性が地域活動に参画し、女性

のリーダーを増やすことで、活力ある地域社会をつくることが求められています。 

このため、地域活動における男女平等参画を推進します。 

 

◆男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりを進めます 

災害時には、平常時における固定的な性別役割分担意識が顕著な形で表れ、家事や子育

て・介護等の家庭的責任が女性に集中する、女性に対する暴力が懸念されるなどの問題が

あるといわれています。また、避難所運営において意思決定過程への女性の参画が十分に

確保されない場合は、男女のニーズの違い等への配慮が不足するなどの課題もあります。 

このため、平常時から、男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりを推進しま

す。 

 

 

 

 

 

  

 

地域における男女平等参画の推進 

基本目標Ⅱ 
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女性の社会進出はさまざまな分野で進んでいますが、政治、経済、社会などの分野では、

政策・方針決定過程への女性の参画は極めて低調です。 

実態調査では、「西東京市では、市の審議会における女性委員の割合は 34.9%、市議

会における女性議員の割合は 25.9％（平成 29 年 7 月１日現在）となっています。あな

たはこの数字をどのように思いますか。」という問に対し、女性は約 5 割、男性は約４割

が「女性の割合をもっと増やす必要がある」と回答しています（図表Ⅱ-１）。また、政策

や方針決定過程に女性の参画が少ない理由は、「男性優位の組織運営であるから」が最も

多く、次いで「性別による役割分担や性差別の意識があるから」、「女性の参画を積極的に

進めようと意識する人が少ないから」が続いています（図表Ⅱ-２）。 

政策等に男女双方の視点を平等に活かすために、審議会・委員会等への女性の登用を積

極的に図ります。また、リーダーを担う女性の人材について情報を収集するとともに、女

性リーダーの育成を図ります。 

 
 
 

図表Ⅱ-１ 市の審議会と市議会における女性の割合への考え（全体、性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：西東京市「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調査」（平成 29 年） 

 

 

  

51.1

40.4

0.0

0.7

16.5

20.1

4.9

11.4

23.9

25.6

3.6

1.8

女性(n=364)

男性(n=273)

無回答

女性の割合をもっと

増やす必要がある

男性の割合をもっと
増やす必要がある

現状のままでよい

その他 わからない

46.2

0.3

18.1 7.8 24.3 3.3全体(N=645)

(%)

Ⅱ-１ 政策・方針決定過程への男女平等参画の推進  

★重点課題
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図表Ⅱ-２ 政策や方針決定過程に女性の参画が少ない理由（全体、性別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西東京市「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調査」（平成 29 年） 

 

54.7

45.3

39.8

31.3

28.5

20.5

20.0

8.2

9.1

3.3

56.6

49.7

41.8

34.6

31.0

20.9

21.2

6.3

8.2

2.7

52.4

39.9

38.5

27.1

25.3

19.8

18.3

10.6

10.6

3.3

0 20 40 60 80 （%）

全体(N=645)

女性(n=364)

男性(n=273)

無回答

その他

わからない

女性の参画を積極的に進めようと
意識する人が少ないから

男性優位の組織運営であるから

性別による役割分担や性差別の意

識があるから

家庭の支援・協力が得られないから

子どもの頃からの男女平等教育が

十分行われていないから

女性の能力開発の機会が不十分で
あるから

女性の活動を支援する人的ネット
ワークが不足しているから



                                    第４章 計画の内容 

- 51 - 

 

（１）審議会・委員会等への女性の積極的登用 

 

審議会や委員会等における女性の参画率の目標設定を行い、女性の積極的な登用を進め

ます。また、審議会・委員会に女性が参画しやすい環境の整備を図ります。 

 

事業 内容 担当課 

①審議会・委員会等にお

ける女性委員登用率の

向上 

審議会や委員会等において、女性委員の占める割合が

40％になるよう、女性の登用に努めます。 

協働コミュニティ課

関係各課 

②審議会・委員会等に参

画しやすい環境整備 

審議会や委員会に女性が参画しやすいように、会議日時

の配慮等、環境整備に努めます。 

協働コミュニティ課 

関係各課 

 

（２）人材に関する情報の収集と人材の養成 

 

地域でリーダ－として活躍する女性の情報を収集し、審議会や委員会等の委員や各種講

座の講師として登用します。また、男女平等参画の視点をもったリーダーを養成します。 

 

事業 内容 担当課 

①地域における女性のロ

ールモデルの発掘と登

用 

地域でリーダーとして活躍する女性の情報を収集し、ロ

ールモデルとして市民に広報するとともに、審議会や委

員会等の委員、各種講座の講師として登用します。 

協働コミュニティ課 

②リーダー養成講座の実施 情報誌の活用や講座、講演会等の実施による意識啓発を

通して、審議会や委員会、政治分野等で活躍できる男女

平等参画の視点をもったリーダーの育成に努めます。 

協働コミュニティ課 
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高齢化の進展や家族形態の変化などの中で、男女が身近な地域で対等な構成員として地

域活動に参画していくことは、男女平等参画社会の実現に向けて重要です。 

実態調査で地域参加への参加状況をたずねたところ、何らかの地域活動に参加している

人は、男女ともに約 4 割となっています（図表Ⅱ-３）。また、今後の参加意向をたずね

たところ、男女ともに、さまざまな活動において、現在の参加状況よりも今後の参加意向

が高く、地域活動に参加意欲があることが伺えます（図表Ⅱ-４）。 

地域活動において、女性がリーダーを担えるように支援するとともに、男性の地域活動

への参画を支援します。 

 

図表Ⅱ-３ 地域活動への参加状況（全体、性別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 「参加していない」と無回答を除きます。 

資料：西東京市「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調査」（平成 29 年）

22.5

9.8

6.2

5.4

5.3

5.0

3.7

3.4

1.2

0.9

0.8

0.5

2.6

55.2

4.0

23.1

9.9

6.3

5.8

7.4

5.5

5.8

3.3

0.8

0.8

0.8

0.3

1.9

54.1

2.7

22.3

9.9

6.2

5.1

2.6

3.7

1.1

3.7

1.8

1.1

0.7

0.7

3.3

57.5

4.4

0 20 40 60 （%）

全体(N=645)

女性(n=364)

男性(n=273)

何らかの地域活

動に参加してい

る人※

全体 40.8％

女性 43.2％

男性 38.1％

趣味、スポーツ、習い事

自治会・町内会の活動

自己啓発のための学習活動

仕事でつちかった知識や経験を活かした活動

ＮＰＯ活動やボランティアへの参加

子どもの見守りや子育て支援の活動

シルバー人材センターでの活動

環境保護・教育問題などの市民活動

その他

西東京市や東京都から委嘱された委員

ＰＴＡの役員や子ども会などの世話役

高齢者や障がい者のための活動

在住外国人支援のための活動

参加していない

無回答

Ⅱ-２ 地域活動における男女平等参画の推進 



                                    第４章 計画の内容 

- 53 - 

 

図表Ⅱ-４ 地域活動への参加意向（全体、性別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西東京市「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調査」（平成 29 年） 

 

  

45.3

18.0

16.1

14.7

11.3

11.0

7.3

6.4

6.4

5.6

4.7

2.8

2.8

22.3

5.7

47.3

15.7

17.9

19.2

11.5

12.1

6.3

4.7

5.5

5.2

2.5

4.4

2.2

19.2

5.8

43.6

21.2

13.6

9.2

10.3

9.5

8.8

8.8

7.0

6.2

7.7

0.7

3.7

27.1

4.8

0 20 40 60 （%）

全体(N=645)

女性(n=364)

男性(n=273)

趣味、スポーツ、習い事

仕事でつちかった知識や経験を活かした活動

自己啓発のための学習活動

環境保護・教育問題などの市民活動

子どもの見守りや子育て支援の活動

自治会・町内会の活動

西東京市や東京都から委嘱された委員

在住外国人支援のための活動

その他

シルバー人材センターでの活動

高齢者や障がい者のための活動

ＮＰＯ活動やボランティアへの参加

ＰＴＡの役員や子ども会などの世話役

参加したいと思わない

無回答
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（１）女性リーダーの育成と参画の促進 

 

地域活動においてリーダーを担う女性の割合が増えるように、団体等に働きかけます。

また、地域を担う女性リーダーの育成を図ります。 

 

事業 内容 担当課 

①地域リーダーの機会均

等の支援 

地域協力ネットワーク等の地域活動において、性別によ

らずすべての人がリーダーとなり活躍できる場となるよ

うに、団体等を支援します。 

協働コミュニティ課 

②地域を担う女性リーダ

ーの育成 

情報誌の活用や講座、講演会等の実施を通して、地域活

動における女性リーダーを育成します。また、パリテ登

録団体の活動の支援等を通して、女性リーダーの育成を

図ります。 

協働コミュニティ課 

 

（２）地域活動等への男性の参画の促進 

 

地域活動への関心を高めるため、男性を対象に地域活動に関する講座を開催するととも

に、地域活動やボランティア、NPO 法人などの活動に関する情報を提供します。 

 

事業 内容 担当課 

①男性を対象とした男女

平等参画講座の実施 

男性を対象に、地域活動に関する講座を開催し、地域活

動への関心を高めます。 

協働コミュニティ課 

②地域活動、ボランティ

ア、NPO 等の情報提供

と参画促進 

地域活動、ボランティア活動、NPO 法人などによる市民

活動など、地域で行われているさまざまな活動を紹介し、

男性の地域参画の促進を図ります。 

協働コミュニティ課 

生活福祉課 

児童青少年課 

 

（３）市民活動団体との協働 

 

市民活動団体に向けて、男女平等参画に関する学習の機会を提供するとともに、男女平

等参画の視点をもった市民活動団体と協働して地域活動等の事業を実施します。 

 

事業 内容 担当課 

①市民活動団体への男女

平等に関する学習機会

の提供 

市民活動団体が男女平等参画の視点をもって活動できる

ように、パリテまつりでの講座や出前講座の実施など、

学習機会を提供します。 

協働コミュニティ課 

②男女平等参画の視点を

もった市民活動団体と

の協働事業の実施 

パリテ登録団体など、男女平等参画の視点をもった市民

団体と協働して地域活動等の事業を実施します。 

協働コミュニティ課 
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大地震や大水害等の被災経験から、被災時には増大した家庭責任が女性に集中すること、

避難施設の運営などでは男女のニーズに違いがあること等を踏まえ、国や自治体の防災基

本計画には男女共同参画の視点を取り入れるようになりました。 

実態調査においても、防災分野で男女平等の視点を活かすために重要だと思うこととし

て、「備蓄品に女性の視点を活かす」、「避難所設備に女性の意見を反映させる」、「災害や

防災に関する知識の習得を進める」が上位にあがっています（図表Ⅱ-５）。 

防災分野への女性の参画を促進するとともに、人道支援の国際基準等も踏まえながら、

男女平等の視点を取り入れた地域防災活動を進めます。 

 

図表Ⅱ-５ 防災分野で男女平等の視点を活かすために重要だと思うこと 

（全体、性別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：西東京市「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調査」（平成 29 年） 

  

55.3

53.5

49.5

28.7

28.5

27.0

23.6

21.1

2.0

10.1

3.7

63.5

61.0

53.3

29.1

30.8

24.7

25.0

21.7

1.9

8.2

3.3

45.4

44.3

45.1

28.9

26.4

30.0

21.6

20.1

2.2

12.5

3.3

0 20 40 60 80 （%）

全体(N=645)

女性(n=364)

男性(n=273)

備蓄品に女性の視点を活かす

避難所設備に女性の意見を反映させる

無回答

その他

災害や防災に関する知識の習得を進める

防災分野の委員会や会議の構成員の男女比
をバランス良くする

災害対応や復興において女性のリーダーを
育成・配置する

消防職員・消防団員・警察官・自衛官などに

ついて、防災現場に女性が十分に配置され
るよう、採用・登用段階を含めて留意する

防災分野に男女平等の視点を活かすことの
重要性について、周知を図る

わからない

災害に関する各種対応マニュアルなどに男
女平等参画の視点を組み込む

Ⅱ-３ 男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりの推進 
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（１）防災対策における女性の参画拡大 

 

男女双方の視点で防災対策に取り組むため、防災会議や防災市民組織への女性の参画を

進めます。 

 

事業 内容 担当課 

①防災会議における女性

の参画 

災害時の避難、避難施設の設置・運営、避難施設の備品

等に女性の意見が反映されるように、防災会議に女性委

員を増やします。 

危機管理室 

②防災市民組織における

女性の参画とリーダー

の育成 

防災市民組織に女性の登用を促し、女性の意見が適正に

反映させられるように努め、防災市民組織における女性

のリーダーの育成に努めます。 

協働コミュニティ課 

危機管理室 

 

（２）男女平等参画の視点を取り入れた地域防災活動の推進 

 

避難施設運営組織における女性の参画を進め、避難生活の支援、避難物資の整備等、男

女共同参画の視点を取り入れた地域防災活動を推進します。 

 

事業 内容 担当課 

①避難施設運営組織にお

ける女性の参画 

避難施設においては、避難物資の整備やトイレの配置、

着替え場所の確保等、妊婦や子育て家庭を含めた女性へ

の配慮が必要となることから、避難施設運営組織への女

性の参画を図ります。 

協働コミュニティ課 

危機管理室 

教育企画課 

②災害時要援護者の支援 特に要介護高齢者、障害者等の避難生活の支援において、

男女双方の視点を踏まえます。 

危機管理室 

③男女のニーズに配慮し

た避難物資の整備 

避難生活においては、男女のニーズに違いがあることか

ら、男女双方の視点に配慮して必要な避難物資を整備し

ます。 

危機管理室 

 

 

  


